
第２回愛媛県海岸保全基本計画検討委員会

日時： 令和6年1月３０日 １３：0０〜１５：0０
場所： 愛媛県中予地方局大会議室
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「海岸保全基本方針」における気候変動の影響についての記載

海岸保全基本方針 農林水産大臣・国土交通大臣（令和２年11月）（抜粋）

～中略～

～中略～

～中略～

～中略～



これまでの議論の整理

3
海岸保全基本計画を改定する

気候変動のシナリオを設定する

防護水準を設定する

整備方法、優先順位を設定する

気候変動後の外力を設定する

（平均海面水位、潮位偏差、波浪）

気候変動後の外力の影響を考慮する
（防護・環境・利用などの各機能）

計画に必要な要素・条件を整理する
（背後地域、周辺環境、施設利用等）

課題

国のマニュアル等が無く、

県が決定しなければならないが、

専門的で高度な検討を要する



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

委員会

専門部会

愛媛県

令和５年 令和６年 令和７年

愛媛県海岸保全基本計画検討委員会スケジュール（案）

第1回委員会 第2回委員会 第3回委員会

第1回専門部会 第2回専門部会 第3回専門部会

パブリックコメント

・委員会の設置

・気候変動を考慮した計画の必要性

・外力検討の方向性

・将来の気候変動

・平均海面、潮位偏差、波浪への影響

・現況の海岸の評価

・海岸保全基本計画改訂の必要性

・海岸保全基本計画改訂の方向性

・気候変動を考慮した外力検討結果報告

・現況の海岸の評価

・海岸保全基本計画改訂の必要性

・海岸保全基本計画改訂の方向性

海岸保全基本計画の改訂

気候変動検討委託業務

海岸保全基本計画検討委託業務
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主な意見 対応案 参照
(1) 検討委員会設置要綱について
・ 意見などはなかった。 ・ 要綱（案）のとおり可決された。

第１回
検討委員会

資料-1
(2)検討委員会の委員⻑ について
・ 日向委員の推薦があった。 ・ 日向委員が委員⻑として選出された。

第１回
検討委員会

資料-2
(3)気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の見直し
     について
・ どの自治体においても共通となる条件を説明

してほしい。
・将来気候については2℃を検討対象とすること

が共通事項となる。
・将来のシナリオには2℃上昇と4℃上昇がある。

これらのシナリオの平均海面水位の上昇量は、
近い将来である2050年時点では、どちらもほ
とんど変わらない。近い将来までの気温上昇は
避けられないことは明確であり、まずは2℃上
昇を対象に検討を進めるのが妥当と考える。
（補足説明）

第１回
検討委員会

資料-3

・東京都の検討では順応的対応による整備を行う
ことが結論づけられている。高知県はどのよう
な方針であるか。

・高知県は検討段階であり、まだ結論づけられて
いない。

・ 余裕高とはどのような考え方か。 ・数値シミュレーションの予測誤差を鑑みた余裕
代のことである。（補足説明）

第１回検討委員会での意見と対応
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主な意見 対応案 参照
(3)気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の見直し
     について（続き）
・将来においては台風の個数が減少するため、波

浪の極値が下がる可能性があることに留意する。
また、これまでの設計潮位は、既往最大による
設定であった。近年では、d4PDF等の活用
によって確率評価ができるようになったため、
これまでと考え方が変わりつつあることに留意
する。

・設計高潮位は、これまで既往最高を用いていた
ものを、確率評価手法に適用するため、「朔望
平均満潮位と潮位偏差」によって算出する方法
に変更した。将来気候における潮位偏差は、
d4PDFの台風トラックデータの中心気圧を整理
して算出した。

・設計波算定は、d4PDFデータを基づき確率評価
する手法を用いて行った。

第１回
検討委員会

資料-3

・計画を決めてから整備するにあたって、現実的
な優先順位や経済性も考慮する必要がある。

海岸毎に背後地域の状況や施設の状況から、緊
急性、重要性が高い箇所を優先的に整備するよ
う整理する。

第２回
検討委員会

資料-6
・離島においても潮位の観測は行われているか。

そういった地点での平均海面水位上昇のトレン
ドはどのように判断するか。

・離島には必ずしも観測地点はない。そのため、
現在観測が行われている地点で判断する。

・令和7年度までの基本計画の改訂にあたって、
目標設定をした方が良い。時間がない中でどこ
まで対応可能なのかを考えた方が良い。もう一
つの意見としては、将来気候に対してハード的
な対策のみではなく、エリア別の対応可能な防
災・減災の計画を考えるべきである。

・気候変動の影響を考慮した海岸保全の方針を設
定することを目標とする。

・また、将来の気候変動を考慮した海岸保全の方
針に、ハード整備のみではなく、避難やまちづ
くりなどのソフト対策を合わせた総合的な防災
対策に取り組む方針を盛り込むこととする。

第２回
検討委員会

資料-6
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主な意見 対応案 参照
(3)気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の見直し
     について（続き）
・保全海岸を全て環境ランクや利用ランクのカテ

ゴライズが必要か。防護水準のみではなく、環
境も大切にすることは求められるため、留意す
ること。

・既定計画でも行っているが、海岸毎に防護水準
のみではなく、環境や利用を含めて評価し、海
岸毎の保全の方針を整理する。

第２回
検討委員会

資料-6

・一番影響を受けるのは砂浜であると考える。消
失する砂浜はどこなのか明らかにし、平面的な
情報を見せていく必要があると考える。

・気候変動の影響等について、モニタリングする
こととし、砂浜の影響についても確認していく。

第２回
検討委員会
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・砂浜にはレッドデータの植物が非常に多くある。

津波によって絶滅することが怖い。全部を救え
ないならば、記録に残すことは必要である。

・CNPの関係から干潟藻場の保存は重要視して
おり、環境面の保全の方針に盛り込む。

第１回
検討委員会

資料-3
・海岸保全には海ごみステーションの設置は有用

である。愛媛県の地域特性も鑑みて、整備を進
めてほしい。

・海岸漂着ごみの対策や、ボランティアによる美
化活動の重要性などについて、海岸環境の保全
の方針に盛り込む。

第２回
検討委員会

資料-6


